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国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て

の
人
が
加
入
す
る
公
的
年
金
制

度
で
す
。
加
入
者（
被
保
険
者
）

は
、
就
職
し
た
と
き
や
退
職
し

た
と
き
を
は
じ
め
、
次
の
よ
う

な
機
会
ご
と
に
届
け
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業

者
や
学
生
な
ど
）が
、

●
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
に
加
入
し
た
と
き

　

↓
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
所

が
年
金
事
務
所
へ
届
け
出

を
し
ま
す
。

●
結
婚
、
配
偶
者
の
就
職
、
本

人
の
収
入
減
な
ど
に
よ
り
、

第
２
号
被
保
険
者
で
あ
る
配

偶
者
の
扶
養
と
な
っ
た
と
き

　

↓
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業

所
へ
提
出
し
ま
す
。
事
業

所
が
年
金
事
務
所
へ
届
け

出
を
し
ま
す
。

　

第
２
号
被
保
険
者（
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
）が
、

●
退
職
し
た
と
き

　

↓
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役

場
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

●
退
職
し
て
、
第
２
号
被
保
険

者
で
あ
る
配
偶
者
の
扶
養
と

な
っ
た
と
き

　

↓
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業

所
へ
提
出
し
ま
す
。
事
業

所
が
年
金
事
務
所
へ
届
け

出
を
し
ま
す
。

　

第
３
号
被
保
険
者（
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
）が
、

●
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
に
加
入
し
た
と
き

　

↓
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
所

が
年
金
事
務
所
へ
届
け
出

を
し
ま
す
。

●
本
人
の
収
入
増
、
配
偶
者
の

退
職
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、

配
偶
者
の
扶
養
で
な
く
な
っ

た
と
き

　

↓
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役

場
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

　

必
要
な
届
け
出
を
忘
れ
て
そ

の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
減
額
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所

　
（
☎
０
２
７
９・
２
２・
１
６
１
４
）

国
民
年
金

こ
ん
な
と
き

こ
ん
な
届
け
出
が

必
要
で
す

information

　

令
和
７
年
度
の
労
働
保
険
の
年

度
更
新
手
続
き
に
必
要
な
申
告
書

お
よ
び
関
係
書
類
は
、
令
和
７
年

５
月
下
旬
に
厚
生
労
働
省
か
ら
各

事
業
主
様
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。
申

告
書
お
よ
び
関
係
書
類
が
お
手
元

に
届
き
ま
し
た
ら
、「
６
月
２
日

（
月
）か
ら
７
月
10
日（
木
）」
の
期

間
内
に
申
告
・
納
付
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

《
お
問
い
合
わ
せ
先
》

群
馬
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４
７
３
４

ま
た
は
最
寄
り
の
各
労
働
基
準
監
督

署
・
各
公
共
職
業
安
定
所
へ

「
労
働
保
険
の

年
度
更
新
」の

お
知
ら
せ

　

６
月
１
日
か
ら
10
日
は
、「
電
波

利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」
で
す
。
電
波
の
ル
ー
ル
は
み

ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

《
お
問
い
合
わ
せ
先
》

総
務
省
関
東
総
合
通
信
局

●
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
４
５

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ　

Ｔ
Ｈ
Ｅ

不
法
電
波
！

令
和
７
年
度
税
務
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

●
概
要

　

国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、「
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」

と
し
て
働
く
税
務
職
員（
国
家
公
務
員
）を
募
集
し
ま
す
。

●
受
験
資
格

　

１  

令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
等
学
校
ま
た
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
お
よ
び
令
和
８

年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
見
込
み
の
者

　

２  

人
事
院
が
１
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

●
試
験
の
程
度　

高
等
学
校
卒
業
程
度

●
申
込
み
方
法
等　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

　

〇
次
の
ア
ド
レ
ス
ヘ
ア
ク
セ
ス
し
、
説
明
に
従
い
入
力

す
る
。

　
　

 https://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

　

〇
受
付
期
間

　
　

令
和
７
年
６
月
13
日（
金
）午
前
９
時
〜
６
月
25
日

（
水
）﹇
受
信
有
効
﹈

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き
な
い
環
境
の
場
合
】

　
　

〇
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

希
望
す
る
第
１
次
試
験
地
を
所
轄
す
る
国
税
局

（
沖
縄
国
税
事
務
所
）

●
試
験
日

　

第
１
次
試
験
日　

令
和
７
年
９
月
７
日（
日
）

　

第
２
次
試
験
日　

令
和
７
年
10
月
15
日（
水
）〜
10
月
24

日（
金
）ま
で
の
間
の
第
１
次
試
験
合

格
通
知
書
で
指
定
す
る
日

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
　

人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
　

☎
０
３
・
３
５
８
１
・
５
３
１
１　

内
線
２
３
３
３

　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日

等
の
休
日
は
除
く
。）

　

〇
右
記
以
外
の
お
問
い
合
わ
せ

　
　
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

　

☎
０
４
８
・
６
０
０
・
３
１
１
１

　
　

内
線
２
０
９
７

　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
土
・
日
曜

日
お
よ
び
祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

国税庁〈税務職
員採用試験〉

人事院〈採用
情報NAVI〉

人事院〈インター
ネット申込み〉
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３日～６日 ＧＷイベント
10日 月デジ

★「星空案内人講座」５/14まで募集中
　 村民の皆さまも宇宙や星空に
ついて学びませんか？
※詳細は、HPをご覧ください。

○星図の説明
５月15日午後９時の高山村の星空。
月初めの午後10時、月末の午後８時頃にも
同じ星空になります。(｢月｣を除く)

５月の星空

カーボンニュートラル通信（５月号）
エアコンのお手入れと試運転のお願い

　新緑のまぶしい５月となりました。心地よい風が吹く中ですが、夏に備えエアコンのお
手入れと運転確認をお願いします。適正なお手入れはエアコンの省エネにつながります。
なお長年お使いのエアコンは、内部の洗浄によって省エネ性能が改善することがあります
が、正しく行わないと、故障や、最悪の場合、発煙・発火につながるおそれがあります。
エアコンの内部洗浄については、専門業者に依頼してください。

《お問い合わせ先》　高山村カーボンニュートラル推進協議会（事務局：地域振興課）
　　　　　　　　　 ☎0279－63－2111（内線21）

お手入れと運転確認方法について（出典）：一般財団法人 家電製品協会
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令和７年５月１日27

移住定住通信 Vol.19

日　程：令和７年５月24日（土）
時　間：午前９時30分
場　所：関田地区 添うが森手前の田んぼ
参加費：無　料（小雨決行、荒天中止）

シェア田んぼは、村に移住してきた方や近隣の方、農
家さんたちが集まり、共同で無農薬の田んぼの管理を行い、
田植えから稲刈りまでを実施しています。
「家庭菜園や農的な暮らしをしてみたい」と希望される
方が多いため、その入口となる機会となっており、毎年
新たな移住者の方々が泥だらけになりながら、楽しく活
動しています。また村民の方も参加いただくことで、交
流を深める機会にもなっています。
参加は自由ですので、希望される方は下記メールアドレスより、お申込みください。

● 交流シェア田んぼ　田植え開催

《お問い合わせ先》
○移住・定住コーディネーター 木暮・山中
　E-Mail：takayama.iju@gmail.com
○高山村役場地域振興課 移住定住担当
　☎0279－26－7944（直通）

現在は協力隊退任後に挑戦
したいと思っている野菜の
パウダー化に取り組んでいま
す。まだまだ目標としている
道のりは長いですが、目標達
成に向け頑張っていきます。

また今月には５回目となる「ちょっ蔵市」
も開催されます。ぜひお立ち寄りください。

2025年の春を迎え、３年
間の研修も残り半年を切り
ました。桃の摘蕾、葡萄育
種のための
除雄、葡萄
の美しいボ

ディーを際立たせる為の摘穂
などを研修先で行いながら、
自分の圃場の整備をしたり、
農業の世界にどっぷり浸
かる楽しい日々を過ごさ
せていただいております。
群馬県にもヘーゼルナッ
ツ仲間がどんどん増えて
いるのが最近の大きな楽
しみです。

高
た か  は し

橋 君
き み

子
こ

西
さいじょう

條 大
だ い ち

地

こちら地域おこし協力隊こちら地域おこし協力隊


